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はじめに 

 

全国的に少子化が進む中、本町の児童・生徒数も年々減少してきており、多くの学校

で学級数の減少や少人数の学級が増えてきています。 

このような状況を踏まえ、平成２３年に策定した「第５次川島町総合振興計画」にお

いても、リーディングプロジェクトや前期基本計画において学校規模適正化の検討が位

置づけられています。そこで、教育委員会では平成２４年５月に「川島町学校規模適正

化研究会」を設置し、小学校の適正配置や適正規模について研究をしていくことになり

ました。 

本町では、学校規模の適正化について研究・検討をしていくのは初めてのことでもあ

りましたので、研究会では、まず、町内の小学校が置かれている現状を把握することを

本会の役割として共通認識することから始め、小規模な学校のメリットやデメリットに

いての考察や学校視察、保護者アンケートなどを行いました。 

会議を進めていく中で、児童数の少ない学校としての良い面がある反面、子どもたち

の学習活動や生活面、学校運営面などで多くの課題があることを認識することができま

した。また、保護者の皆様からも実に多くの貴重なご意見をいただき、今後、検討を進

めていく上で有益なものになると考えております。 

現状の予測では、本町においても少子化の影響により児童数は減少していくものとさ

れており、１学校あたりの児童数が減少することによる教育環境の不均衡の拡大が懸念

されるところです。また一方では、町内のすべての小学校が１００年以上の歴史を持ち、

地域との関係も有形無形で強いものがあります。 

いずれにしても、学校規模の適正化は本町にとって、とても重要な課題であります。

私たちの研究はその緒についたばかりでありますが、本報告書が今後の検討の基礎とな

れば幸いです。そして、川島町民憲章にあるように「かわじまの宝」である子どもたち

が川島町の将来を担っていく人材となるよう、より良い教育環境の整備に資することを

期待します。 

 

平成２５年３月 

川島町学校規模適正化研究会 

会 長  加 藤 静 一 
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１ 総合振興計画における学校規模適正化の位置づけ 

町の最上位計画である「第５次川島町総合振興計画(平成 23～32 年度)」において、

学校規模適正化の位置づけは次のとおりとなっています。また、全庁で重点的・優先

的に取り組むために設定した基本計画のリーディングプロジェクトにおいても、主要

事業の一つとして位置づけています。 

◎第５次川島町総合振興計画(抜粋) 

基本構想 〔第４章施策の大綱〕 

(5) 自己実現を支援する生涯学習のまちづくり【生涯学習・教育】 

③ 幼児・学校教育の充実 

前期基本計画 

リーディングプロジェクト 

(1) 定住促進プロジェクト～転出の食い止め～ 

・子育て支援の充実 

学校規模の適正化 

基本施策 〔第５章第３節２教育環境の整備〕 

(2) 学校規模の適正化の検討 

少子化に対応し、基準にあった学校規模の適正化を図るため、地域の 

住民の意見を求め、統廃合について検討します。 

 

２ 小学校の児童数の推移 

(1) 児童数の推移と予測 

戦後の各小学校の児童数は、第一次ベビーブーム期による増加で昭和３３(1958)

年度にピークを迎えた後、全校で減少していきます。昭和４５(1970)年に市街化区

域と市街化調整区域のいわゆる「線引き」が決定され、中山・伊草地区の大部分が

市街化区域になると、両地区で住宅開発が進みました。昭和５０年代になると、中

山小学校・伊草小学校は短期間で急増し、校舎の増築等を余儀なくされるなど、市

街化区域にある２校と市街化調整区域にある４校との間で児童数に大きな開きが見

られるようになります。その後も、中山小学校と伊草小学校は児童が増え続け、昭

和５９(1984)年度には全小学校の合計児童数が２，１５８人となり、二度目のピー

クを迎えます。 
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平成時代になってからは、平成３(1991)年度に２，１１１人を記録しますが、そ

の後は減少し始め、平成１４(2002)年度には１，３８２人に、また、１０年後の平

成２４(2012)年度には１，０８７人となり、平成３(1991)年度に対して５１．５％

の割合となっています。 

今後もこの減少傾向は進み、平成２７(2015)年度には初めて１，０００人を下回

って９７０人に、また、平成３０(2018)年度には８１６人まで減少することが見込

まれています。 

(2) 小学校別の児童数の推移 

平成２４(2012)年５月１日現在の各小学校の児童数は、中山小学校が３６１人、

伊草小学校が３６２人、三保谷小学校が７６人、出丸小学校が８７人、八ッ保小学

校が１００人、小見野小学校が１０１人となっており、三保谷小学校と出丸小学校

で１００人を下回っています。また、１学年の児童数が１０人以下の学年がある小

学校は、三保谷小学校と八ッ保小学校となっています。 

平成４(1992)年度には、中山小学校が川島八幡住宅団地の造成等により、児童数

８５４人、全学年４クラスと、過去最高となりましたが、その後は著しく減少して

おり、他の５校でも同様の傾向となっています。出丸小学校や八ッ保小学校、小見

野小学校では平成４(1992)年度に比べて５０～６０％の減少となっていますが、三

保谷小学校では２２６人に対して７６人と、当時の３４％にまで児童数が減少して

います。 

今後については、平成３０(2018)年度に、中山小学校と伊草小学校が２００人台、

三保谷小学校と出丸小学校が６０人台、八ッ保小学校と小見野小学校で７０人台に

まで減少することが見込まれています。 

また、児童数が少ないことによる学年間や男女間のアンバランスが生じてきてい

ます。 
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■各小学校の児童数の推移と将来予測 

 ｈ４ ｈ14 ｈ24 ｈ25 ｈ26 ｈ27 ｈ28 ｈ29 ｈ30 

854 474 361 377 350 338 302 286 270 
中 山 小 

128128128128    82828282    54545454    67676767    44444444    49494949    35353535    37373737    38383838    

516 404 362 335 333 307 285 271 274 
伊 草 小 

69696969    61616161    45454545    41414141    50505050    46464646    41414141    48484848    48484848    

226 139 76 75 81 78 69 70 63 
三 保 谷 小 

41414141    16161616    11111111    13131313    17171717    8888    12121212    9999    4444    

163 109 87 85 86 85 80 72 65 
出 丸 小 

20202020    19191919    20202020    9999    13131313    14141414    8888    9999    12121212    

173 120 100 86 90 72 74 70 73 
八 ッ 保 小 

26262626    16161616    9999    7777    19191919    7777    18181818    10101010    12121212    

169 136 101 97 88 90 87 86 71 
小 見 野 小 

25252525    16161616    21212121    12121212    9999    18181818    14141414    12121212    6666    

2,101 1,382 1,087 1,055 1,028 970 897 855 816 
合  計 

309309309309    210210210210    160160160160    149149149149    152152152152    142142142142    128128128128    125125125125    120120120120    

※1 上段：全校児童数 下段：新入学児童数 

※2 平成 25 年度以後の児童数は、平成 24 年 4 月 2日現在の未就学児童数調による。 
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３ 小学校の学校規模のあり方に関する調査 

（1）学校規模についての法令上の定義 

① 学校教育法施行規則(昭和２２年文部省令第１１号) 

第４１条 小学校の学級数は１２学級以上１８学級以下を標準とする。ただし、

地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。 

第４２条 小学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、５学級以

下とし、前条の学級数に算入しないものとする。 

② 義務教育諸学校の施設費の国庫負担に関する法律施行令 

(昭和３３年政令第１８９号) 

（適正な学校規模の条件）  

第４条 法第３条第１項第４号＊の適正な規模の条件は、次の各号に掲げるもの

とする。 

(1) 学級数がおおむね１２学級から１８学級までであること。 

(2) 通学距離が、小学校にあってはおおむね４キロメートル以内、中学校に

あってはおおむね６キロメートル以内であること。 

＊法第３条第１項第４号 （義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律～国の負担） 

公立の小学校及び中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴って必要となり、又は

統合したことに伴って必要となった校舎又は屋内運動場の新築又は増築に要する経費  

２分の１ 

③ 旧文部省助成課資料 

「これからの学校施設づくり」(昭和 59 年)では、次のとおり学校規模を学級数

で分類しています。 

適正規模 

学校規模 過小規模 小規模 
適正規模 

統合の場合

の適正規模 

大規模 過大規模 

学級数 1～5 6～11 12～18 19～24 25～30 31 以上 
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（2）小規模校におけるメリット・デメリット 

小規模校におけるメリット・デメリットについては、本研究会における議論や町

内小・中学校長への調査、学校視察などから、次のように整理しました。 

 

区分 メリット デメリット 

学 

習 

活 

動 

面 

か 

ら 

・児童一人一人に目が届きやすく、きめ

細かな指導が行うことができる。 

・学校行事において、児童一人一人の個

別の活動機会を設定しやすい。 

・教職員が全校の児童の実態を把握する

ことができる。 

・少人数のため、団体競技が難しい。 

・子ども同士や教員からの情報量が少な

く、多様な見方、考え方が育ちにくい。 

・同じメンバーなので成績が序列化しや

すく、学力向上に結びつかないおそれ

がある。 

生 

活 

面 

か 

ら 

・いじめ等の指導上の問題が起こりにく

い。また、不登校も少ない。 

・児童相互の人間関係が深まりやすい。 

・異学年間の縦の交流が生まれやすく、

思いやりややさしさが育まれる。 

・学校内、学級の人間関係が固定化し、

人間関係づくりや忍耐性等の育成の課

題がある。また、順位づけがされる可

能性や人間関係が壊れると修復が難し

い。 

・学年間や男女間の人数にアンバランス

が生じやすくなる。 

・切磋琢磨する機会等が少なくなりやす

い。 

学 

校 

運 

営 

面 

か 

ら 

・学校運営への地域への協力体制が強い。 

・地域住民と児童の交流が図られ、地域

の目が行き届き、お互いが分かり合え

る環境で、安全安心な学校生活を送る

ことができる 

・教職員や施設設備の状況が把握しやす

い。 

 

・教員が少ないため、緊急時等において

十分な対応ができないおそれがある。 

・安全安心な登下校を考えると集団が組

みにくく、地域や保護者に依頼する部

分が大きい。 

・教員が少ないため、学校行事や総合的

な学習の時間などで、安全で十分な活

動場所を確保することが難しい。 

そ 

の 

他 

・地域行事に子どもたちが参加し、地域

とともに子どもを育てる雰囲気が醸成

される。 

・「おらが学校」として、学校に寄せる

地域の期待が大きく、学校そのものが

地域の拠点となる。 

・校外活動や旅行行事、卒業アルバムの

制作などで個人負担が多くなる。 

・ＰＴＡ活動で、一人あたりの役割分担

が多くなり、保護者の負担感が増す。 
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（3）保護者アンケートの結果 

小学校の学校規模については、学級数や児童数によっても様々なメリット・デメリ

ットがあることから、昨年９月「児童減少期に向けた小学校の学校規模のあり方」に

関する保護者アンケートを実施しました。アンケートは、現在、町内の小学校に通っ

ている児童の保護者を対象に、児童を通じて家庭数に配布・回収する方法をとりまし

た。 

その結果、８１７通の配布に対して７１１通の回答があり、回収率は８７．０％と、

保護者の皆様が小学校の学校規模のあり方について、非常に高い関心を持っていると

感じ取ることができました。 

アンケートは、①学校規模のメリット・デメリットと、②望ましい学校規模の２点

について、選択式と自由記述式による回答としました。 

特に、自由記述式の部分では、①学校規模のメリット・デメリットの欄で全回答数

の４０％、②望ましい学校規模の欄では全体の６８％もの回答がありました。当研究

会としましては、これらの回答が多くの保護者の皆様からの率直で十分参考に値する

ご意見として受け止め、その概要を次のとおりまとめました。 

＜学校規模のメリット・デメリットについて＞ 

保護者が感じている、１学年あたりの学級数や１学級あたりの児童数が少ないこと

での学校規模のメリット・デメリットは、次のとおりです。 

① 学校規模のメリット(選択式) 

全体では「児童一人一人に目が届きやすくきめ細かな指導が行える。」がいちば

ん多く３１．５％となっています。２番目に「異学年の交流が生まれやすく、思い

やりややさしさが育まれる。」、続いて「教職員が全校の児童の実態を把握してい

る。」となっています。 

各地区でも、上記の３つが多く選ばれており、出丸、八ツ保地区では、１番目と

２番目の差があまりありませんが、「異学年の交流が生まれやすく、思いやりやや

さしさが育まれる。」がいちばん多くなっています。 

② 学校規模のデメリット(選択式) 

全体では「学校内、学級の人間関係が固定化しやすく、人間関係が壊れると修復

が難しい。」がいちばん多く２０．６％となっています。２番目に「ＰＴＡ活動で、

一人あたりの仕事量が多く保護者にとって負担が大きい。」、続いて「少人数のた
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め、団体競技が難しくなる。」となっています。 

地区別に見てみると、中山、伊草地区は、全体の集計項目の順位と変わりません

が、八ツ保、小見野地区では、「ＰＴＡ活動で、一人あたりの仕事量が多く保護者

にとって負担が大きい。」、三保谷地区では「少人数のため、団体競技が難しくな

る。」がいちばん多くなっています。 

また、小見野地区では「学年間や男女間の人数にアンバランスが生じやすくなる。」

が、１４．１％で他の地区と比べて多くなっています。 

③ 学習活動・生活面・学校運営などについて、日ごろ感じていること(自由記述式) 

学校規模のメリット・デメリット以外に学習活動や生活面、学校運営などで日ご

ろ感じていることについて、自由記述式で２８４件回答してもらいました。主な内

容を傾向別に集約すると、次の４点になります。 

ア 「学習活動」の記述では、運動会に関する意見が２０件弱あり、内容は、実施

時期を９月下旬や１０月に変更を希望するものや地区との合同開催の良し悪しに

ついて言及しています。次に、授業についていけずに学力が身につかないなどの

記述が１０件程度ありました。また、行事が少なくなっていることの懸念や他の

小学校との交流会の実施の要望が１０件弱となっています。 

イ 「生活面」の記述では、異年齢間の交流の重要性とともに、小規模な学校では

人間関係などの固定化が懸念されるなどが３０件程度ありました。小規模な学校

の中では、競争心や社会性が身につきにくく中学校入学で萎縮しないかを心配し

たり、リーダーが固定化したりいじめの解決に時間がかかるというものでした。

次に、通学路の安全性の問題が１０件弱でした。少数ですが、生活面のだらしな

さと親の過保護の関連を指摘する意見もありました。 

ウ 「学校運営」の記述では、教職員への要望が２０数件といちばん多く、目立ち

ました。内容は、教職員一人が受け持つ児童数によって指導の差が出ることや、

もっと個に対応して厳しい指導を望む声がありました。次に、授業や具体的な指

導に関するものが１０件程度でした。例えば、児童が興味をもって授業に取り組

める工夫の要望や土曜日の授業実施、「いじめ」の対応をしっかりとお願いした

いというものです。少数ですが、教材購入の負担やスクールカウンセラーの常駐、

幼・保・小・中学校間の行事等の日程調整を望む声もありました。 

エ 「その他」の記述として、ＰＴＡ活動に関するものが４０数件ありました。内
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容は、ＰＴＡに関わることで親同士の情報の共有や交流が生まれる一方、学校規

模が小さくなっていくと役員（クラス役員と地区役員）に選出されることが増え、

家庭や仕事との両立が難しく負担感が増すが主なものでした。また、ＰＴＡ活動

と公民館事業（地区運動会など）との連携のあり方の指摘もありました。次に、

中学校での活動について言及した内容も１０数件ありました。例えば、部活動の

種目が限られたり、小学校の仲間同士が２校の中学校に別れたりすることは残念

だというものです。また、統合を実現しても、スクールバスの導入の必要性に関

するものが１０件弱ありました。少数ですが、地域の遊び場がなく放課後や土・

日に家にいることが多いという意見もありました。 

＜望ましい学校規模について＞ 

① 現状の小学校の配置(６校)を継続するとした場合について(選択式) 

全体では、「現状のままではデメリットが大きい」が、いちばん多く３６．７％

となっています。また、「現状のままのほうがメリットは大きい」と感じている保

護者がいちばん少なく１１．８％となっています。 

地区別でも、ほぼすべての地区が「現状のままではデメリットが大きい」と、多

くの保護者が回答しており、三保谷地区では５０．９％の保護者が、デメリットが

大きいと感じています。 

② 今後の小学校の学校規模について(自由記述式) 

今後の小学校の学校規模(学校の配置や１学年あたりの学級数、１学級あたりの

児童数など)について、４８３件の回答がありました。主な内容を傾向別に集約す

ると次の６点になります。 

ア １学年２クラス以上、１クラスの場合でも１０人以上の児童数は必要という意

見をはじめ、複式学級は避けたい、偏りのない男女の構成比を前提にするという

意見がもっとも多く、合計で８０件弱でした。 

イ 通学時間や安全性の問題からスクールバスの導入に触れる意見が６０件弱ありま

した。 

ウ 小学校の統合の方策に触れる記述として３０件弱があげられました。統合の形

態として、「２校(中山小、伊草小)と１校(三保谷小、出丸小、八ッ保小、小見

野小を統合)」が１０数件、「１校(中山小、伊草小を統合)と１校(三保谷小、出

丸小、八ッ保小、小見野小を統合)」、「２校(中山小・伊草小)と２校(三保谷小、
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出丸小、八ッ保小、小見野小を２校に統合)」、「６校全体を１校に統合」など

が、それぞれ５件程度ありました。 

エ 少子化対策を進めつつ、町にもっと住みやすい環境づくりを優先するべきという

記述が１０数件ありました。 

オ 中学校のあり方についての意見も１０件弱あり、中学校選択制の導入や中学校を

１校に統合する、小中一貫校にするといった記述もありました。 

カ その他、少数意見ですが、町の健全財政の視点から統合はやむなしという意見を

はじめ、統合することについて子どもたちの意見を聴くことも必要との声、詳しい

説明会の開催を望む声、旧６か村の地域特性にも配慮が必要との記述もありました。 

 

４ 栃木県芳賀郡芳賀町の例 

今年２月に開催された研究会の会議で、「小学校９校を３校」に統合した栃木県芳

賀郡芳賀町の教育委員会委員視察の内容が事務局より報告されました。芳賀町では、

「第一次通学区域審議会」を立ち上げ、小学校統合の構想づくりと町民全戸への意向

聴取に６年間(平成４(1992)年から９(1997)年まで)をかけています。その後、「第二

次審議会」と「跡地利用計画審議会」を発足させ、順次編入・統合を繰り返すととも

に、併せて廃校後の有効利用を実施し、９年をかけ(平成９(1997)年から１８(2006)年)、

現在の３校(最後の学校は平成１８(2006)年４月開校）に集約しました。 

この一連の取組の成果として、①各小学校の学級数が概ね１２学級になった、②教

育委員会と学校間の連携がスムーズになった、③施設環境が整ったことで教育環境が

向上していく、④自校式給食と食育の推進の４点が挙げられています。反面、問題点・

課題として、①校舎建設費と位置の選定、②スクールバスの運行費、③バスの停留所

の位置選定、④児童の体力との関連性、⑤跡地利用と廃校施設の維持管理費用、⑥廃

校施設の耐震化が挙げられています。 

芳賀町の例は、手順を踏んで各方面のコンセンサスを得て行っているとともに、家

庭への影響を極力減らしていこうとする配慮が見られ、１５年という長い年月の積み

重ねによって統合が実現できたものと推察でき、今後、小学校の学校規模のあり方を

検討する上で参考となるものでした。 
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５ 現状の学習指導から見た学校規模について 

現状の学習指導面でみると、きめ細かな指導のための方法として「少人数指導」が

ありますが、少人数指導は“学習内容に応じて実施すればよいのではないか”という

考え方もあります。一方で「多人数指導」という考え方があります。多人数指導の場

合、児童は普段いっしょに学習しない他のクラスの児童の考えを聞くことで、自分の

考えと比較して学ぶことができたり、学習に新鮮さを感じたりすることができます。 

例えば、各学年２～３学級程度の規模であると、音楽会等の行事の時には、内容や

演目などに幅や厚みが出しやすく、様々な体験をすることができます。また、運動会

等では、対抗チームを作ることができたり、大勢の力を合わせた表現運動や組立体操

ができたりと、児童の学ぶ意欲も高めやすいと考えられます。クラス内の児童数が多

いということは、いろいろな考えを出し合ったり、自分とは違った考え方があること

に気づけたりするので、他者と自分の違いなどを比較して学び合うことができる可能

性が高まります。 

少ない人数では、家庭的できめ細かな指導を実施しやすいという良さがあります。

しかし、多い人数でなくては体験できないことや社会性を学ぶなど、“共に学ぶ”と

いう視点からは、学年ごとに、ある程度の児童がいたほうが、学習効果はあるといえ

ます。 

 

６ さらなる検討に向けての提言 

「３ 小学校の学校規模のあり方に関する調査」で示した結果に基づいて、当研究会

で意見の集約を図り、次の点で意見の一致が見られました。 

・町民がもっと住みやすい環境づくり（総合振興計画の中の「交流・転入促進プロジ

ェクト」）も同時並行で進めることが必要である。 

・今回は、現在小学校に通学させている児童の保護者の意見を聞くに留まっているの

で、各種関係団体や各世代の意見も幅広く聴取することが必要である。 

・今後、複式学級が具体的になったり、男女の構成比が偏っている学校が出たりする

と、早晩、統合についての意向は顕在化してくると考えられる。 

・小規模校と適正規模校の関係者へのさらなる聞き取りの実施。 

また、さらに今後の検討が必要と考えられる点について、次のような意見が出されま

した。 
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・旧６か村に立脚する地域特性をどう統合に生かしていくのか。 

・統合に際して地域の活動や公民館との関係や影響について検証が必要である。 

・統合の形態の具体化が必要である。 

・スクールバスの導入にあたる検討が必要である。 

・中学校との関係を検討する必要がある。 

以上のような委員の意見や保護者アンケートの結果などを踏まえ、本町の小学校の学

校規模のあり方を考えた場合、次の４点についてさらなる検討が必要であることを、当

研究会の総意として提言します。 

① より良い学習環境の創設 

学習活動、生活面、学校運営の視点に基づき、学校教育としての集団活動にふ

さわしい適正規模を検討されたい。また、児童の通学に適した適正な学校配置に

ついても検討されたい。 

② 全町的な視野での検討 

小規模化に対する解決策を検討するためには、町全体のバランスなども考慮し

ながら全町的な視野で検討されたい。 

③ 地域特性への配慮 

地域の歴史的な成り立ちや地域コミュニティのつながりなど、地域の特性を十

分配慮して検討されたい。 

④ 将来を見据えた検討 

今後の各地域における児童数の推移や地域の宅地化等、可能な限り各地域の将

来像を展望して検討されたい。 

 

７ 検討委員会の設置について 

本町における小学校は、単に学校教育の場だけでなく、明治時代から連綿と受け継

がれてきた歴史と伝統に裏付けられた、地域活動や地域文化の中心でもあり、学校配

置や学校規模の問題は地域の、あるいは町全体の最重要課題でもあります。したがっ

て、検討するにあたっては、地域住民自らが次世代育成のためのより良い教育環境づ

くりについて理解する必要があります。 

少子化の傾向は今後も進行する状況であり、より良い教育環境に向けた構想づくり

と確かなロードマップを策定する「検討委員会」の設置を希望するものです。 
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川島町学校規模適正化研究会設置要綱 

平成２４年４月２７日 

教委告示第  ８  号 

（目的及び設置） 

第１条 川島町立学校の適正配置及び適正規模について研究し、望ましい学校教育環境

の整備に取り組むため、川島町学校規模適正化研究会（以下「適正化研究会」という。）

を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 適正化研究会は、次に掲げる事項について研究し、川島町教育委員会教育長（以

下「教育長」という。）に報告する。 

(1) 川島町立学校の適正配置（統廃合、校区の見直し等）に関する事項 

(2) 前号に定めるもののほか教育長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 適正化研究会は、委員１１人で構成し、次に掲げる者のうちから教育長が指名

する。 

(1) 学識経験者 

(2) 区長の代表 

(3) 公民館長の代表 

(4) 川島町学校職員の代表 

(5) 川島町連合ＰＴＡの代表 

(6) その他教育長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、指名した日からその年度の３月３１日までとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 適正化研究会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。 

３ 会長は、会務を総理し、適正化研究会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 
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第６条 適正化研究会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互

選される前に招集する会議は、教育長が招集する。 

２ 適正化研究会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 適正化研究会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

４ 適正化研究会は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことがで

きる。 

（庶務） 

第７条 適正化研究会の庶務は、教育総務課において処理する。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、適正化研究会の運営に関し必要な事項は、教育

長が定める。 

 

附 則 

１ この告示は、平成２４年５月１日から施行する。 

２ この告示は、平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。 
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川島町学校規模適正化研究会 検討経過 

 

開催日 内        容 

平成 24 年 

5 月 28 日 

第１回学校規模適正化研究会 

 (1) 川島町立学校の現状及び将来推計等について 

 (2) 今後の日程と進め方について 

6 月 22 日 小・中学校長への小規模校のメリット・デメリットの調査 

6 月 29 日 第２回学校規模適正化研究会 

 (1) 小規模校のメリット、デメリットについて 

 (2) 適正規模の考え方について 

 (3) アンケート調査の対象と内容について 

7 月 18 日 第３回学校規模適正化研究会 

 (1) アンケート調査について 

 (2) 学校視察について 

8 月 21 日 学校規模適正化研究会(小委員会) 

 (1) アンケート調査について 

8 月 28 日 第４回学校規模適正化研究会 

 (1) アンケート調査について 

 (2) 学校視察について 

9 月 5 日 「児童の減少期に向けた小学校の学校規模の改善」に関するアンケート

調査の実施(児童を通じて保護者に配布・回収) 

9 月 27 日 三保谷・伊草小学校視察(小規模校と適正規模校の学校視察) 

11 月 21 日 第５回学校規模適正化研究会 

 (1) アンケート調査結果について 

平成 25 年 

2 月 8 日 

第６回学校規模適正化研究会 

 (1) 川島町学校規模適正化研究報告書(案)について 

（2）町教育委員会研修報告（栃木県芳賀郡芳賀町の小学校統合に関す

る経過概要） 

2 月 22 日 第７回学校規模適正化研究会 

 (1) 川島町学校規模適正化研究報告書(案)について 

 (2) その他 

3 月 8 日 川島町学校規模適正化研究報告書の提出 
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川島町学校規模適正化研究会委員名簿 

 

№ 組  織 氏    名 備 考 

１ 学 識 経 験 者  加 藤 静 一 元教育長 

２     〃 岡 安 道 夫 元中学校長 

３     〃 梶野 賀一郎 
元小学校長・ 

元川島幼稚園長 

４     〃 菊 池 建 太 
元高校校長・ 

大学講師 

５     〃  栗 原  保 大学講師 

６ 区 長 会 代 表 遠 山 一 幸 区長会会長 

７ 公 民 館 長 の 代 表  岡 部 俊 夫 
公民館連絡協議

会会長 

８ 川島町学校職員の代表 新 井 賢 二 校長会会長 

９      〃 井 田 邦 男 校長会副会長 

10 川島町連合ＰＴＡの代表 南  義 明 
H24 連 P 会長 

（三保谷小） 

11      〃  清 水 和 美 
H24 連 P 副会長 

（出丸小） 

 

<事務局>  

 教育総務課長 渡 辺 英 夫 

 教育総務課指導主事 栁 澤 睦 夫 

 教育総務課指導主事 山 崎 清 美 

 教育総務課主幹 小 澤 浩 
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平成２５年３月８日 

川島町学校規模適正化研究会 


